
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

  

 

 

 

 

 

 

〇 利用できる方  都営住宅等の自治会長および自治会役員の方 

〇 貸出期間    ２週間以内 

〇 貸出し場所   管轄の各窓口センター 

           
 
 

◆貸出申込方法等 

〇 貸出希望日の１週間前から、管轄の窓口センター都営相談係にて先着順で

電話予約受付を行います。 

〇 貸出希望日に管轄の窓口センターにて翻訳機「ポケトーク」をお渡ししま

す。使用方法等の説明や機械の動作確認をしますので、ご来所ください。郵

送や訪問による貸出しは行いません。 

 

外国語を話す入居者との良好なコミュニケーションを支援するため、

自治会向けに多言語翻訳機「ポケトーク」の貸出しを行います。 

 

◆翻訳機（ポケトーク）の機能 

◆概要 

「自治会向け翻訳機」貸出のお知らせ 

 

多言語対応で、日本語を外国語に、外国語を日本語に変換

し、音声にて会話を補助します。また、カメラ翻訳機能（本

体のカメラで撮影した文字を翻訳する機能）もあります。 

◆主な使用方法 

簡単なボタン操作で使用できます。 

貸出時に使用方法のマニュアルをお渡しいたします。 

 

〇台数に限りがあります。また、すべて貸出中の場合もありますので、必ず事前

にご連絡をお願いします。 

〇必ず期限までに返却してください。 

〇郵送や訪問による貸出し、返却は行いません。 

◆利用にあたってのお願い 

お問い合わせ先：ＪＫＫ東京お客さまセンター  

受付時間：平日９時～１８時 
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※携帯電話の無料通話分や割引サービスがご利用可能な方 
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